
建築・都市整備・道路委員会
令 和 ８ 年 ２ 月 1 6 日
道 路 局

市第123号議案
小机第394号線等市道路線の認定及び廃止

資料１



＜道路法＞（抜粋）

（市町村道の意義及びその路線の認定）

第８条 （第１項省略）

２ 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村

の議会の議決を経なければならない。

（路線の廃止又は変更）

第10条 （第１項及び第２項省略）

３ 第７条第２項から第８項まで及び前条の規定は前２項の規定による都道府県道の路線の廃止又

は変更について、第８条第２項から第５項まで及び前条の規定は前２項の規定による市町村道の

路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。

＜提 案 理 由＞

小机第394号線の路線を市道に認定し、及び六ツ川第368号線等の市道路線を廃止

したいので、道路法第８条第２項及び第10条第３項において準用する同法第８条第

２項の規定により提案する。
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面積道路延⻑路線数
５１８ ㎡１０７ ｍ１ 路線全 体
５１８ ㎡１０７ ｍ１ 路線本市の事業等内訳

面積道路延⻑路線数
８２２ ㎡２７７ ｍ１２ 路線全 体
４１０ ㎡１７０ ｍ６ 路線払 下 げ内

訳 ４１２ ㎡１０７ ｍ６ 路線路 線 整 理

◎認定する路線

◎廃止する路線
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市第123号議案により認定及び廃止を⾏う路線の幅員、延⻑
◎認定する路線

参考図番号延 ⻑（ｍ）幅 員（ｍ）路線名称
1106.684.50〜6.58小机 394
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◎廃止する路線
参考図番号延 ⻑（ｍ）幅 員（ｍ）路線名称

29.803.50六ツ川 368
323.683.37〜4.06野庭 411
427.006.50希望が丘 368
523.002.40⻑津⽥ 118
514.512.40⻑津⽥ 119
614.271.40新石川 243
711.702.40〜3.50⼾塚 366
721.102.50〜5.20⼾塚 367
844.723.33〜3.68目⿊ 59
843.901.30〜1.54目⿊ 60 5



参考図番号延 ⻑（ｍ）幅 員（ｍ）路線名称
923.271.69〜1.80深見 62
1020.111.85〜1.87下瀬谷 375
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